
内容につきましては、「令和2年度税制改正大綱」(令和元年12月12日与党公表)に基づき、情報の提供を目的として、一般的な概要を
まとめたものです。そのため、今後国会に提出される予定の法案等において本資料に記載した内容とは異なる内容が制定される場合も
ありますのでご留意ください。

令和２年度 税制改正解説

禁 無断複写・転載

@2019 Grant Thornton Yamada & Partners. 

速 報

その他 納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化

1．改正の概要

2．適用時期

56

振替納税を行っている個人が他の税務署管内へ納税地を異動した場合、その個人が提出する納税地の異動届出書等に、
異動後も従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、振替納税に係る依頼書を改めて提出することを不
要とし、異動後の所轄税務署長に対して行う申告等について引き続き振替納税を行うことを可能とする。

2021年（令和3年）1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について適用する。
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